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指定居宅介護支援事業所福寿乃郷重要事項説明書 

（令和６年５月１日現在） 

 

居宅介護支援の提供開始に当たり、重要事項を次の通り説明します。 

 

１ 法人及び事業主体 

 

法人名称 社会福祉法人福寿会 

所在地 山形市飯田二丁目５番３０号 

代表者 理事長 荒井 寛 

電話番号 ０２３（６２５）５２１２         

 

事業所名称 居宅介護支援事業所 福寿乃郷 

所在地 山形市飯田五丁目１番５３号 

管理者 主任介護支援専門員 板垣 明江 

事業の種類 指定居宅介護支援 

介護保険事業者指定番号 ０６７０１０４０５８ 

事業の実施地域 山形市 上山市 

電話番号 ０２３(６３１)１１９０ 

      ＦＡX 番号 ０２３(６３１)１１７０ 

   電子メール kyotaku＠fukujukai.jp 

 

２ 事業所の目的及び事業所運営方針 

 

(１) 事業の目的 居宅介護支援事業の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項

を定め、介護支援専門員及びその他の職員が要介護状態にある高齢者に対し、適正

な居宅介護支援を提供します。 

(２) 運営方針 ア 当事業所は、利用者が心身の状況並びに環境等に応じ、利用者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが受けられるよう支援します。 

イ 当事業所は、複数の事業所を説明し、利用者の意思、人格を尊重し、常に利用

者の立場に立って、公平中立にサービスの提供を行います。 

ウ 当事業所は、市町村、地域包括支援センター、他指定居宅介護支援事業所及び

指定介護予防支援事業者、介護保険施設と連絡調整を図りながら効率的な運営に

努めます。 
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３ 職員の職種・員数及び職務内容 

   

(１)職員の職種・員数 

職 種 常勤 備考 

 

専従 兼務   

 

管理者  1  

主任介護支援専門員  1   

介護支援専門員 1    

事務職員    1     

     

   

(２)職務内容 

管理者 事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

介護支援専門員 ア 居宅介護サービス計画の作成 

イ 居宅介護サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サ

ービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状

況の把握を行うとともに利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に

応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等の連絡調整その他便

宜の提供を行います。 

ウ 利用者がその居宅において日常生活を営む事が困難になったと認める場合又は

利用者が介護保険施設への入所又は入院を希望する場合には、介護保険施設への

紹介その他の便宜の提供を行います。 

エ 介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場

合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め、居宅サービス計画の

作成等の援助を行います。 

事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う。 

 

(３) 職員の勤務体制 

勤務形態 始業時間 就業時間 休憩時間 

日勤 ８：３０ １７：３０ 12:00～13:00 

 

(４) 職員の専門資格取得の状況 

主任介護支援専門員 １ 名 介護支援専門員 １名 

介護福祉士 ２ 名   

 

４ 営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日 

※祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日までを除く。 

営業時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで      

※上記営業時間外も電話等で連絡がつく体制を整備 
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５ 居宅介護支援の事業内容 

事業の提供方法及び

内容 

・事業の提供方法 

(１) 利用者の相談を受ける場所 

ア 居宅介護支援事業所内の相談室 

イ 利用者の居宅 

ウ 利用者の入院先の病院 

エ 利用者の入所先の介護保険施設 

(２) 課題分析 

ア 居宅サービス計画ガイドライン方式 

・事業の内容 

ア 指定居宅介護支援事業者及び保健医療サービス及び福祉サービス機関との

連絡調整 

イ 要介護認定の申請 

ウ 利用料等の受領 

エ 保険給付の償還請求のための証明書の交付 

オ 利用者に対する市町村への通知 

カ 居宅サービス計画の作成 

キ 介護保険施設の紹介 

ク 相談業務 

ケ 課題分析 

コ 月 1 回の利用者への訪問 

サ その他指定居宅介護支援に関する必要な事項 

    

６ 利用料及び各種加算 

 ・居宅介護支援費(月額)                               (単位：円) 

対象 要介護度 月額 

居宅介護支援費(Ⅰ) 

＜取扱件数が 45 件未満＞ 

要介護１・２ 10,860 

要介護３・４・５ 14,110 

居宅介護支援費(Ⅱ) 

＜取扱件数が 45 件以上 60 件未満＞ 

40 件以上 60 件未満の部分のみ右記月額を適応 

要介護１・２ 5,440 

要介護３・４・５ 7,040 

居宅介護支援費(Ⅲ) 

＜取扱件数が 60 件以上＞ 

40 件以上の部分のみ右記月額を適応 

要介護１・２ 3,260 

要介護３・４・５ 4,220 

  

・加算 

【初回加算】…３，０００円(月額)  

   ・新規に居宅サービス計画を策定した場合 

   ・要介護状態区分が 2 段階以上変更となった場合 
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【入院時情報連携加算】 

① 入院時情報連携加算Ⅰ…２，０００円（月額) 

・入院後３日以内に当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報提供を行っ  

 た場合 

② 入院時情報連携加算Ⅱ…１，０００円(月額) 

・入院後７日以内に当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報提供を行った場 

合 

【退院・退所加算】 

カンファレンス参加 有・・・連携１回  ６，０００円 

                連携２回  ７，５００円 

                連携３回  ９，０００円 

カンファレンス参加 無・・・連携１回  ４，５００円 

              連携２回  ６，０００円 

・病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護福祉施設、若しくは介護保険施設に入所し

ていた者が退院又は退所し、居宅において居宅サービスを利用する場合において、医療機関等の職員

と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に

関する調整を行った場合に必要に応じ福祉用具専門員や作業療法士等が参画し、加算します。 

【緊急時等居宅カンファレンス加算】…２，０００円(月額) 

   ・病院又は診療所の求めにより、病院又は診療所の医師又は看護師と共に利用者の居宅を訪問し、カン

ファレンス行い、必要に応じて利用者に必要な居宅サービスの利用調整を行った場合 

【ターミナルケアマネジメント加算】…４，０００円（月額） 

 ・末期の悪性腫瘍であり在宅で死亡した利用者の利用者又は家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡前１

４日以内に２日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要

性等の把握、利用者への支援を実施した場合 

【通院時情報連携加算】・・５００円（月額） 

 ・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供

を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 

【その他】 

○看取り期におけるサービス利用実績がない場合の算定 

 ・病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設から退院又は退所する物等

であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者につ

いては当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、

請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求します。 

 

・減算 

  【特定事業所集中減算】・・２０００円 

   ・正当な利用なく特定の事業所に８０％以上集中した場合（指定訪問介護・指定通所介護・地域密着型通

所介護・指定福祉用具貸与） 

  【運営基準減算】・・基本単位数の５０％に減算 
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   ・運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合 

 

 ※介護保険が適用される場合の報酬は 1 か月単位で介護保険から直接、当事業所に給付されますので、利用 

者の負担はありません。 

 

７ 主治の医師及び医療機関等との連携 

    事業者は利用者の主治医又は関係医療機関との間において、利用者の疾患に対する対応を円滑に行うた

めに、疾患に関する情報について必要に応じて連絡をとらせていただきます。そのために、入院、受診時

等には、当該事業者名および担当介護支援専門員の名称を伝えて頂きますようにお願いします。  

 

８ 虐待防止について 

    事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対

し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。 

 

９ ハラスメント対策 

（1） 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。 

（2） 利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラ

スメントなどの行為を禁止します。 

 

１０ 質の高いマネジメントの提供 

  ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、以下について利用者に説明を行います。  

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定利用の説明を求めることができ

ること 

・前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスの割合 

・全６か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の各サービスの同一事業所によって提供されたものの割合 

 

１１ 秘密保持 

    正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者へ洩らしません。この取り扱

いは契約終了後も同様とします。 

 

１２ サービスの利用方法 

 

(１)サービスの利用開始 ・お電話で申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。 

・説明のうえ、契約した後、サービスの提供を開始します。 

(２)サービスの終了 

 

・利用者の都合でサービスを終了する場合 

  当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他、理由を明

らかにして、事務者に対して終了を申し出ることができます。 
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・事業所の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足ややむを得ない事情により、サービス提供を終了させてもらう 

場合があります。その場合は、終了１か月前までに通知し、ともに地域

の他の居宅介護支援事業者を紹介します。 

・その他 

  利用者及び家族等が当事業所の介護支援専門員に対して契約を継続し

がたいほどの背信行為を行った場合は、通知することにより、即座にサ

ービスを終了させて頂く場合もあります。 

 

 

 

１３ 相談窓口 

(１) 指定居宅介護支援

事業所 福寿乃郷 

           

           

           

担当者 管理者 板垣 明江 

所在地 山形市飯田五丁目１番５３号 

電話番号 ０２３（６３１）１１９０ 

FAX 番号 ０２３（６３１）１１７０ 

利用時間 月曜日～金曜日 午前 8:30～午後 5:30  

(祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日までを除く) 

(２) 山形市役所 

（介護保険課） 

所在地 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

電話番号 ０２３(６４１)１２１２(代) 

FAX 番号 ０２３(６２４)２３９４  

利用時間 月～金曜日 午前 8:30～午後 5:15 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

(３)上山市役所 

（健康推進課） 

 

所在地 上山市河崎１丁目１番１０号 

電話番号 ０２３（６７２）１１１１ 

FAX 番号 ０２３（６７２）１１１２ 

利用時間 月～金曜日 午前 8:30～午後 5:30 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

(４)山形県国民健康 

 保険団体連合会 

 

 

 

所在地 寒河江市大字寒河江字久保 6 番地 

電話番号 ０２３７（８７）８００６（苦情・相談専用） 

ＦAＸ番号 ０２３７（８３）３３５４(苦情・相談専用) 

利用時間 

 

月～金曜日 午前 9:00～午後 4:00 

(祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日までを除く) 

   （５）第三者委員   受付担当者      法人監事  荒井安雄 様 TEL023（622）5892 

                         法人監事  梅津佐弘 様 TEL023（641）4201 
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１４ 苦情解決体制 

苦情受付担当者 

居宅介護支援事業所 

福寿乃郷 

担当者 管理者 板垣 明江 

所在地 山形市飯田五丁目１番５３号 

電話番号 ０２３(６３１)１１９０ 

FAX 番号 ０２３(６３１)１１７０ 

受付時間 月～金曜日 午前 8:30～午後 5:30 

(祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日までを除く) 

  

 ・苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聴くとともに、担当者およびサービス事業者か

ら事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会を実施し、検討会の

結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求めます。 

 

１５ 事故発生の防止及び発生時の対応 

    利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに事務局において対応するとともに

県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じます。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者及び代理人に対して本書に基づいて重要事項を説明しました。 

               

                       名 称  居宅介護支援事業所福寿乃郷 

                       所在地  山形市飯田五丁目１番５３号  

               

                  説明者  職 名  介護支援専門員 

                       氏 名  板垣 明江                       

 

私は、本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けて確認、同意しました。 

 

               利用者  住 所 

                    氏 名                    

                

               代理人  住 所                       

氏 名                       


